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令和元年度 第３回 

豊橋市 子ども・子育て会議 

 

日時：令和元年１０月２８日（月） 

   午後１時３０分～３時３０分 

場所：豊橋市役所東館 13階 講堂 

 

出席者 

 

豊橋市子ども・子育て会議 出席者 ２０名 

 

１．開会のことば（司会） 

司会 

ただ今から、令和元年度 第３回豊橋市子ども・子育て会議を開催させていただきます。最初

に豊橋市こども未来部長より御挨拶申し上げます。 

 

こども未来部長 

皆さん、こんにちは。 

２年間の委員の任期が９月末で更新となり、引き続きほぼ同じメンバーの体制で（子育て応援

企業ベルクリエイトのみ交代）、第２期計画の改定に向けて取り組んで参りたいと思います。皆さ

ま豊橋市子ども・子育て会議の委員をお引き受けいただき、ありがとうございます。 

 

司会 

委員の皆様の任期のほうが９月末で更新となりまして、新たな年度の開始ということになりま

すので、皆様から一言ずつ御挨拶いただきたいところですけども、会議の内容のほうが多くなっ

ておりますので、今回新たに御参加いただきます企業の代表としまして、昨年度子育て応援企業

の最優秀賞のほうを受賞されました、株式会社ベルクリエイトの代表取締役社長の鈴木様より御

挨拶いただきたいと思います。 

 

鈴木委員 

はい、私、ベルクリエイトの鈴木と言いまして、今御紹介いただきました。僭越でございます

が。昨年度子育て応援企業の優秀賞をいただいたのですが、自社は仕事は写真館とそれから結婚

式場をやらさせていただいております。 

初めてのことでございますが、いろいろ勉強させていただいて、御協力させていただきたいと

思います。 

きょうはよろしくお願いします。 

 

司会 

鈴木様ありがとうございました。 

では、続きまして、任期の更新後、初めての会議となりますので、こちら、新しく子ども・子

育て会議の会長を選出していただく必要がございます。本日資料のほうに置かせていただきまし

た、子ども・子育て会議運営要綱第４条に基づきまして、会長の選出をお願いしたいと思います。

どなたか、会長のほう委員の互選ということになっておりますので、御推薦のほうありますでし

ょうか。 
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はい、荒木委員。 

 

荒木委員 

引き続き、藤城さんにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

司会 

ありがとうございます。先ほど荒木委員から藤城委員に引き続き会長をお願いしたいというこ

とで、御推薦の発言がございましたが、皆様いかがでしょうか。 

 

（拍手） 

 

司会 

ありがとうございます。 

では、賛成多数ということで、会長を藤城民男委員にお願いしたいと思います。 

藤城委員、会長席への御移動をお願いいたします。 

 

（藤城委員、会長席に移動） 

 

司会 

それでは、続きまして、副会長の指名ということになります。副会長につきましては会長が指

名することとなっておりますので、藤城会長、どなたかの御指名をお願いいたします。 

 

藤城会長 

それでは、引き続き、福岡委員に副会長をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

司会 

それでは福岡委員、御指名ですが、お受けいただけますでしょうか。 

 

福岡委員 

はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

司会 

ありがとうございます。では副会長には福岡吉彦委員ということでお願いいたします。 

福岡委員、副会長席へお願いいたします。 

 

（福岡委員、副会長席に移動） 

 

司会 

それでは、改めまして、今期会長に就任されました藤城会長に一言御挨拶をお願いいたします。 

 

藤城会長 

それでは、あらためまして、こんにちは。 

御推挙いただきましたので、引き続き会長を務めさせていただきたいと、こんなふうに思いま
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すが、いつも取り回しが下手くそなものですから、時間が長くなってしまって御迷惑かけており

ますけれども、子ども・子育て会議とても重要な会議だとこんなふうに心得ておりますので、限

られた時間内ではございますが、ぜひ皆さん方の多くの意見をお聞きしてまいりたいとこのよう

に思っております。 

どうか引き続き御協力いただきますようにお願いを申し上げて、私からの挨拶とさせていただ

きます。 

どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

司会 

ありがとうございました。 

それでは議事に入る前に配付資料の確認をいたします。机の上にそれぞれ配付させていただき

ました。 

まず令和元年度第３回豊橋子ども・子育て会議ということで次第になります。子ども・子育て

会議の新たな委員様の一覧で、出欠表になっております。こちらですけれども、下のほうにアド

バイザーで特定非営利活動法人フロンティアとよはしの理事長河村様が○ということになって

おりますが、本日急遽欠席ということで御連絡いただいておりますので、本日は欠席でお願いい

たします。 

続きまして、子ども・子育て会議の配席図、Ａ４横になりまして、子ども・子育て支援法に基

づく基本指針の改正について（概要）という参考資料が１枚、子ども・子育て会議運営要綱、資

料１、ホチキスどめのものになりますけれども、こちらは委員の皆様には前もって送付のほうさ

せていただいておりますが、内容等修正等ございまして差しかえということで、一覧を置かせて

いただいておりますので、本日はこちらの資料を御利用いただくような形でお願いいたします。 

資料につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。 

よろしいようですので、ここからは会長に議事をお願いしたいと思います。 

藤城会長、よろしくお願いいたします。 

 

藤城会長 

それでは進めてまいりたいと思います。全国ではいろんな災害で大変な思いをしているという

ニュースが毎日のように流れております。そんな中には子どもに関するようなところ、本当にか

わいそうだなと思うようなこともたくさん、たくさん出てまいりますけれども、この地域ではそ

ういったことがないように、何とか無事に子どもたちの安全そういったものも考えていけたらな

ということを、毎日そのようなことを思っております。 

それでは、きょうはボリュームがかなりございます。３回目ということでございますが、おお

よその委員の皆さん方は１回２回と出ていただいていますので、その辺を思い出していただきな

がら、きょうの会を進めて参れたらなとこんなふうに思っております。 

それでは早速ですが次第の２ということころにあります、第２期豊橋子ども・子育て応援プラ

ンの内容についてというところに入って行きたいと思います。 

この内容につきましては事前に皆さんのお手元に資料が届いていると思います。 

そして、きょう差しかえの部分も出て参りましたけれども、そういったところをごらんいただ

きながら、まず、事務局のほうから（１）掲載する事業について、このところの御説明をいただ

きたいと思います。よろしくお願をします。 

 

事務局より資料説明 
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藤城会長 

ありがとうございました。 

だいぶ送っていただいたものから変わってきているので、頭の中では混乱して、あっち見てこ

っち見てと私もやっていたんですけど、思うように理解ができておりませんけれども、いかがで

しょうか。皆さん方、何か御意見、御質問等ございましたら受けてまいりたいと、このように思

いますが、いかがでしょうか。 

 

福岡委員 

すみません。社会福祉協議会の福岡です。この意見といいますか、９ページのところに、通し

番号で97番というのがございます。ちょっと小さなことですけれども、福祉政策課のほうで多分

提出だと思うのですが、これがもし私どもと一緒にやらさせていただいている事業とするならば、

対象範囲に小学生のところにも○をつけていただいてもいいのかなと思って、事前資料を先ほど

から見ておりましたんですが、福祉政策課に御確認いただければと思います。 

 

藤城会長 

ということだそうでございますが、その辺はあと確認していただいてということで、よろしく

お伝えをいたします。その他いかがでしょうか。 

 

髙部委員 

私は送付されたものを見ていて、それできょう新たに細かい字で新たに出されたものがあるも

のですから、照合がちょっととまどっているのですけども、送付された中ではあったのですけれ

ども、きょうのものでは消されているものが通し番号15番、これがあるのですけれども、そのほ

かにも通し番号で80番、７ページになりますけども一番下段ですけども、ここでの地域いきいき

子育て促進事業というのがあるのですけども、これは、本来以前国のほうで随分もう10年以上前

からこれがあって、そして、その後に子ども教室というのが出てきたのですけども、そして、現

在、豊橋市はその上にさらにトヨッキースクールというものを出しているのですけども、ここの

今私が述べたように地域子育ていきいき促進事業とトヨッキースクールの放課後児童教室とい

うのは、ある意味趣旨からして非常にダブっているというように前から思っています。 

今回先ほども述べたように、15番の事業は消された形になって１つ減ったのですけども、本来

的にそこら辺の名称は違うけれども実態は同じと、ただお金の出所のほうが国のほうがどこから

出てるのかの違いなのかというように思うのですけども、そこら辺はやはり精査して簡素にして

いくということが必要なのではないかと。 

先ほども290幾つかの事業を述べられているのですけども、普通の市民が、例えば校区市民館

等にこれができて配布されて閲覧したときに、やはり非常に類似したものの表記というものにつ

いてはつくったほうの趣旨というのが、後そこに来て閲覧した人に伝わるのかという問題という

のが随分以前からあるのですよね。 

そういう点でもやはり、そういうようなことが本来はもっと行政がやっていることを、もっと

やっぱり市民に理解してもらうということは常々努力をされているとは思うのですけども、その

辺がもう一歩、今回このような改定プランの議論という中ではやはり一歩もう一歩進めていく必

要があるのではないかというように思っています。 

そういう点で結論としては、通し番号80等、もう１個は放課後子ども教室、これについてやは

り統合してくような方向で、やはり意見として述べておきます。 

以上です。 
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藤城会長 

という髙部委員の御意見ですけども、これに対しては何か事務局のほうは意見を聞いてとどめ

ておくということで、それでよろしいですか。 

確かにわかりづらい部分というのはあると思いますよね。一般の私たち、特にお母さんたちが

ぱっと感じたときに、じゃあトヨッキースクールと児童クラブと学校なんとかスクールとこれっ

てどこがどう違うのだろうと、たくさんありますよね。そういうようなところをもう少し分かり

やすくということも含まれているような、何かそんな気がいたしますけども、どうしたらいいで

しょうかね、何かお答えをいただけるのか、それとも、はい。すいません、よろしくお願いしま

す。 

 

生涯学習課 

担当の生涯学習課です。御指摘のとおり、ちょっとわかりにくい部分があるというのはこちら

でも認識しておりまして、現在、地域いきいき子育て促進事業は特に土日に子どもを地域で育て

ましょうという事業でやってきたところがありますので、こちらを一体的型の放課後子ども教室

のほうに順次統合していくという流れでやっております。数のほうもいきいき子育て促進事業は

減少してトヨッキースクールが順次拡大しているという状況になっておりまして、まだちょっと

全てが移行できていないものですから、こういう表記になっており、もう少し時間がかかるとは

思っております。最終的にはわかりやすくしていきたいというように、市のほうでも考えており

ます。 

 

藤城会長 

ありがとうございます。少しずつだんだんとそのような形で変更していきますよと、このよう

なことで私たちも理解しておけばいいですね。統合されていくというのか、そんなふうにして、

変更していけばいいのかなこういうことだと思います。 

そのほかいかがでしょうか。どなたか、どんなことでも結構ですけど。御発言をいただければ

と思いますが。 

どうですか。荒木委員。 

 

荒木委員 

言葉の意味がわからないところが、119番のＳＤＧｓ推進事業のＳＤＧｓ推進事業、ちょっと

勉強不足でわかっていないので教えてください。 

 

藤城会長 

継続可能なというものなのですが、どうぞ。説明してあげて。 

 

事務局 

2015年の国連のほうで、世界的に持続可能な社会を目指そうということで、2030年を目標とす

るような17の目標がございまして、その理念に沿った形で、市はいろいろな事業を進めていきま

しょうという形になっておりますので、そういったことを子どもたちにも伝えつつ進めていくと

いうようなことでございます。 

 

藤城会長 

すみませんね、わかったような、わからないような。最近よくアルファベットとかやたらに使

って、私たちも混乱して、どんな分野でも使ってくるので、これって何だったのだろうと思うと、
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もう行政がもうすぐその辺のものをぱぱっと書いてあるのですけど、これってあれだったかなと

いうような、とても頭を使う認知症予防にはいいことがいっぱい出されるわけですけど、要する

に持続可能なものを17のという目標値を設定して、それを掲げて、それを推進していきましょう

ということなのですが、それだけではわけわかりませんよね。17というのはどんな17があって、

どのようなというのがもう少し出てくるとわかると思いますが、その辺というのはありますか。

資料が、もうちょっと説明していただけるときっとわかりがいいと思います。 

 

事務局 

17、例えば１つ目が貧困をなくそうですとか、子どもの関係でいうと４番目に質の高い教育を

みんなにですとか、あとは例えば８番に働きがいも経済成長もですとか、10番に人や国の不平等

をなくそうとか、そういった本当にたくさんの目標が定められているというような状況になって

います。 

 

藤城会長 

よろしいですか。また一度ネットででも調べていただいて。 

そのほかいかがでしょうか、何かありますか。髙部委員。 

 

髙部委員 

たびたびすみません。私の以前の勉強が足りないのかもしれませんけども、通し番号で105、

106，107に関してです。10ページですけども。 

あの105に関しては、イマージョン教育の実施ということで、公立小学校では八町小学校での

全学年で国語と道徳以外の授業を英語で行う選択コースというようなことは、以前からこれは掲

載されていたのでしょうか、継続というようになっているのですけど。それでこの問題に関して

は正直なところ、具体的にこうした形で１年生から６年生まで全学年ということが、記載が以前、

事業計画の中で継続となるような表記があったのかどうか、非常にちょっと記憶が定かでないの

ですけども、どうなのかと。 

もし私の不勉強で以前から書いてあったよということであるならば、要するに、現在この問題

に関しては、今、小学校は健康診断等をやっている時期なんですけども、その市内全域を多分対

象にしてというようなことで多分やられていると思うのですけど、このイマージョン教育を募集

に関しては、そうしたことが、もし１つの学校の中で単線型として１年生から６年生まで行った

ものが、複線型になった場合、いわゆる学校の中でのもしくは生徒間での意識のずれといいます

か、こんなこともお前たちは知らないのかと言葉に出すか出さないかは別としても、俺たちはと

いう意識が生みだされはしないか。もちろん起案者のほうとしては国際化だよ、時代の流れだよ、

そのようなものがあるかもしれないですけども、その辺のことまで含めた事業だったのかと、と

いうようなことをまず105に関してはちょっと思います。 

それから106の問題なのですけども、この分身ロボットの云々の監視については、佐野先生の

ほうが非常にこの分野についてはお詳しいものですから、もしいろいろなことについての御意見

を承れるかと思っているのですけども、入院や不登校などで学校に通えない小・中学生の学習支

援や心のサポートをしますということになっているのですけども、現実的に例えばこうしたもの

をTＴ関連技術を使って物品を対等に使うとなると、維持管理費とか、メンテナンス、それから

ＩＴ関連の問題に対して関しては本当にソフトの更新が、順次やっていくというようなことが常

にあるわけですね。 

正直言って、マイクロソフトがＸＰの保守をもうしないと、今度は７をしないよということで、

強制的に買い換える。そうした場合に１回買ったハードの部分というのはソフトを入れかえる維
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持管理費というのは常にいるわけですよね。そういうようなことになった場合に、現在本当に学

校の先生とか医療関係のスタッフというのが、もっと人が欲しいというところにこうしたものを

入れていって、非常に大量の維持管理メンテナンス費用を含めてかかるというようなことまで、

総合的に考えた事業なのかということが非常にちょっとこれ私としては、そういう説明というの

がこのことに関して継続とあったものですから、この問題については、以前の事業計画の中にあ

ったのかというように思います。 

それで、それとも関連しているのですけども、107番に関してはＳＳＷとＳＣによる子どもの

支援というところは、これは人間が人間に対するサポートなのですけども、ここのほうに関して

は例えばライフポートの教育相談室とかいろいろなところで障害児対応などをやっている方々

も毎年１年更新の非常勤職員なのですよね。そういうようなところが、結局対人関係のサポート

というのは継続して、どれだけ変化するのかということを継続的に見るということが土台にある

業務で、しかも、ライフポートの教育相談室などは予約が藤城先生とか、ほかの先生方もそうな

のでしょうけども、いろいろと関連したことで、例えば何か話の時間を取ってくださいというこ

とで、予約をするというだけでも半年以上の先の予約で、もう学年が次は変わってしまうという

状態の中にあるというのが片方で、現実ＳＳＷ、ＳＣの問題で、ＳＣについては幾つかの学校を

１人で見ているという持ち回り方法というような形に現実なっているところへ、非常に対人関係

のサポートの脆弱性というのがものすごくあって、そうした中で本当に困っている子どもたち、

今週ＮＨＫは発達障害のシリーズをやるということでやっていましたけども、結局は対人関係を

継続的に安定した身分で雇用してサポートするという仕組みが片方にない中で、分身ロボットと

いう話が出てくるというのが本当にいいのかという問題ですね。ちょっとそこら辺、以前の事業

計画とか全部継続になっているのですけども、説明とかそのような検討というのは私は会の議論

の中ではしていなかったような、そういうふうに話題にもなってなかったような記憶をするので

すけど、そもそも継続というようなことについての表記そのものの問題もありますけども、担当

課が学校教育課ということだものですから、まとめてお答えいただけると思うのですけども、よ

ろしくお願いします。 

 

藤城会長 

今、御意見、御質問等がございました。105、106、107番このイマージョン教育の推進という

ようなところの実施ですよね。これは多分皆さん方も頭の中に、私自身もそうなのですが、今少

し興味をそちらのほうに抱いてもいるわけですけど、かなり大勢の人たちが見に行かれたという

ニュースも聞いております。300人以上集まったというようなこと。ただ、現実的にそれに申し

込みをされたというようなことは10数名20名くらいだったというようなことも聞いています。 

その辺で、それが推進できていくのかなというところの若干の不安もあるし、いろいろなこと

が取り沙汰されています。そこに通う子どもたちの親御さんたちは何か回り順番でそれについて

いかなくてはいけないけどついて行けないよな、なんて声も実は私のところにいっぱい耳に入っ

ては来ております。 

そんなことも含めてお答えいただければと思いますし、また、107番スクールソーシャルワー

カー、それからスクールカウンセラーの問題、これは私も以前からもっともっと豊橋市内でもス

クールソーシャルワーカーの数が絶対的に不足としている。これについては、何とかふやしても

らいたいなという希望を持っているわけですけど、その辺というのは継続事業としてやっていく

のはもちろんですけど、それはどれくらいどのように増員をかけていくようなところを考えてい

ていただけるのかというようなところも知りたい部分かなと、このように思っております。 

継続ということはこれが前回そして昨年度というのか、そのようなところまでにこれが計上さ

れていたから継続になっていると思いますが、計上されていてそこの議論があまりなされてこな
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かったというのはどうしてかなというような、そのような疑問も含めてちょっと御質問ありまし

たので、学校教育課のほうへ、きょうお見えになりますよね。 

 

事務局 

学校教育課のほうが、遅れてくるという連絡でまだ来ていないので、今確認しています。ちょ

っとあとでまとめて。 

継続という表現につきましては、例えば105、106、107を見ていただくと、先ほど最初にちょ

っと説明させていただきましたけど、いずれも現行プランの施策番号のところで横棒になってい

る事業になっておりまして、ですから今のプランには書いていないのですが、今年度、令和元年

度までに、すでにこの事業を何らか始めているようなものにつきましては、それを来年度以降２

期のプランでも同じような形でやっていくようなものについては継続という表現で今回ちょっ

とさせていただいていたので、ちょっとわかりにくかったかなと思うのですが、一応、継続とい

う表現については、そのような形で書かせていただいております。 

 

藤城会長 

このプランの中には載ってはこなかったけれども、事業としては現実にやってた。 

 

事務局 

この例えば、先ほどの分身ロボットとか、今年度から学校教育課のほうで始めている事業とい

うことで、来年度以降この２期のプランの期間中についても、こちらについては継続していく事

業という位置づけで考えてますという形です。 

 

藤城会長 

このことに対する回答というか、もう少し待っていれば来られるわけですね。来られてからお

答えをしていただける部分は答えていこうというように思っております。 

では、これはちょっと保留しておいて、それ以外のところで何かございましたらお願いをした

いと思いますが、いかがですか。 

どうでしょうか、どんなことでも結構ですけれども、わからないから教えて欲しいでも大丈夫

ですし、何かありませんか、せっかくの機会でございますので。 

 

佐野委員 

125番、新規事業で中学卒業から25歳までの若者を募集というところの25歳の基準というのは

何でしょう。 

 

藤城会長 

25歳というのは基準は何ですか、このような質問。 

 

事務局 

申しわけありません。 

市民協働推進課の者がここにはおりませんので、ちょっと確認して後で会議中にお返事できる

ようにちょっと今確認をいたします。 

 

藤城会長 

これもあとで、当局に答えをしていただくとこんなようなことでございます。 
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先ほど佐野先生の名前があがったのですけど、分身ロボットのことはどうなのですか。学校教

育課がお見えになっていないですが、このことについて佐野先生はお詳しいのではないのかと、

こんなことでありましたけど。 

 

佐野委員 

ロボット系というのは、ソサエティ5.0の世界では、必ず無視できない。要はこれから人口減

少していく、例えば無人配達、無人運転とかさまざまな高齢化社会に対応していくような時代に

必要だと思うのです。ただ、ここで３行ぐらいでＯｒｉＨｉｍｅの精度がどのくらいのものなの

か全然わからないと、なかなか答えにくいなというように思っております。 

それから、たまたま先ほどＳＤＧｓの話が出たサステイナブル ディベロップメント ゴール

ズというのですが、サステイナブルよく学生にわかりやすく教えないといけないものですから、

要は持続可能な発展という、今までの世の中が持続可能な発展をしてこなかったのですね。要は

他のそれぞれの国々が利益を追求しなかった例えばプラスチックの問題、ごみの問題とか、核の

問題もそうでしょうし、いろんな問題を地球規模で考えていかないとだめだよというので、国連

が決め、幾つかの先ほどの枠組みにもおっしゃったことにもつながったと思う。だからやたらに

サステイナブルという言葉がよく出てきます。とにかく持続可能にしないと地球がまずいぞとい

う話だと思うのです。大枠で考えると。 

以上でございます。 

 

藤城会長 

ありがとうございます。 

そのほか、何か御意見、御質問ないですか。松田さんですか。 

 

松田委員 

前回の会議のときに聞いたのですけど、放課後の部活の代わりになるもの、多分、書いてある

ものなのですけど、放課後の子どもの健全な育成環境の設備、具体的に何か決まったのでしょう

か。余り、書いていないので具体的に。 

 

藤城会長 

何番目のことですか。 

 

松田委員 

２ページの１番。放課後の部活がなくなったじゃないですか、それに対しての詳しいこと。 

 

藤城会長 

放課後子ども教室のことですか。 

 

松田委員 

はい。部活のかわりになるものを何か考えているということですか。 

 

藤城会長 

これはこども家庭課ですから、お見えになるよね。今のことで何か回答ができることはありま

すか。 
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生涯学習課 

生涯学習課ですけれども、部活そのものの受け皿ということではないですけれども、これまで

行ってきたように放課後子ども教室や児童クラブなどを拡大していくことで、子どもの居場所に

ついては拡充していこうというようには考えておりますけれども、部活そのものの代替というこ

とではないと思います。 

 

松田委員 

児童クラブの拡大というのは、場所をふやすのですか。 

 

こども家庭課 

待機児童について解消していくということ、児童クラブの場所をふやすかという話ですかね。

児童クラブについては待機児童を出さないように、場所をふやすですとか、ちょっと広いところ

に移していく、そうようなことなので。 

 

松田委員 

この前、部活のかわりになるような地域のことやっていくことを考えるみたいなことを前回言

っていたみたいですが、今回何もないのですか。 

 

こども家庭課 

それが先ほど生涯学習課のほうから答えさせていただいたのですけど、今やっている、そのい

ろいろな放課後の取り組みがあって、 

 

松田委員 

それを拡大する。 

 

こども家庭課 

そうですね。はい。 

 

藤城会長 

わかりました。いいですか。 

多分、もっと具体的に少し示してもらえるとわかりやすいかな、こういった御意見だろうと思

います。現実論として、今松田さんが意見として言われたのは、例えば小学校に通って、特に４

年生以上のお子さんたち５、６年生くらいのところが部活があったので部活をして帰ってくれば

一応なんとか本当の鍵っ子になってしまうわけではなく、何とか間に合うのに、部活がこれでだ

んだんとなくなっていく、もう早急になくなっていくでしょう。このように判断するわけですけ

ども、そういったときにその子どもたちをどこに置いておけばいいのかという不安が現実あるの

ですと。そういったことで、それを地域でここに書いてあるような言葉を借りて言えば、文化活

動であるとか、地域住民との交流活動だとか、そういったところで見てくれるのか、それとも何

か児童クラブ的なものがもっともっと拡充されてくるのか、というところを具体的に答えていた

だきたいとこのようなことですね、代弁をすればそういったことであろうと。 

もっと言うならば、前回も発言をいただきましたけど、なんで先にこのようにしていくので部

活をなくしていきますというような順番ができなかったのだろうか。多分これ行政は縦割りです

ので、そこら辺での食い違いで多分先生たちの労働時間の短縮、そういったものが先にたってし

まったので子どもが置き去りにされた。言葉は悪いのですが、子どもが置き去りにされてしまっ
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たというような現実でもないのかなと、何かそのような想像をついついしてしまうわけなのです

けど、その辺というのは担当課としては、何かその辺で具体的に早急に進めるようなプランはな

いのだろうか。こういうことをしていきますよだけではなくて、いつまでにこれくらいのことの

規模でこれくらいのものを今具体的に進めようと考えているとか、そのようなプランはないので

しょうか、あるのでしょうか。こういったところをお聞きしたい、多分こういうことだと思いま

す。それでよろしいですかね。 

お答えできる部分で答えていただければと思いますがいかがでしょうか。 

 

生涯学習課 

23ページのほうに254番ですけれども、地域学校協働活動推進体制の構築ということが記載して

おりますけど、まだ具体的な数字などについてはまだこれから検討していくという段階です。学

校だけでも、地域だけでも全て今までの部活のように数をそろえていくことがすぐには難しいで

すから、これまで地域の方にすごく協力していただいて、一体連携型の放課後子ども教室を進め

ているところなのですけれども、数としても地域で支えられるかというのもありますので、そこ

をどれだけこれから拡充していけるかというのは３課で協議しながら進めていくことになります。 

 

藤城会長 

御理解いただけますか。 

もう少し具体的なところがないかというのは、例えば地域が育てていくような書き方がどこに

もしてくるわけですけど、地域で育てるって何ですかということなのですよね。地域がボランテ

ィアで子どもたちを見ていくのか、それとも有償的なもので何か地域の人材を集めて活用して、

そして、それで部活にかわるような何かそういったものを計画をしておられるのか、まだそこま

では全然いってないのか、そういったところが多分知りたい。 

多分、市民の皆さん方はかなりこの部分は実は焦ってる。実はこの10月、11月になって、児童

クラブ募集が各クラブ始まってきている。特に４年生、５年生、６年生、じゃあ児童クラブに預

けようかと思っても、もう現実論として入れない。３年生まででもういっぱいじゃないかという

ことで、現実論があるわけですよね。そうすると仕事どうしようかとお母さんたちは、そのよう

なものもかなり切迫した状況があるのかなと、このようなことなのですが。言葉として、では地

域がそれを何とかしていきますということではなくて、何か生涯学習課のほうでも、こども家庭

課のほうでも、学校教育課のほうでもどこでも結構なのですけど、この問題についてはこのよう

に取り組んでやっていきますというようなところが実はあまり見えないようなというところが多

分質問の内容だと、このように思っておりますが、もう少しお答えがいただけるといいのですが、

今のところでは無理ですかね。無理なようなら無理で結構です。 

髙部委員、どうぞ。 

 

髙部委員 

田中先生がいらっしゃるので、多分以前ですね、地域でスポーツクラブを育てるという政策が

国が音頭とってやったことがあったのですけど、豊橋の場合は結局それがうまくいかなかった確

か歴史があったと思うのですよね。結局、地域単位で結局ボランティアでスポーツを継続的に、

要するに仕事を終わってからということだとか、小学生の生徒たち、中学生の生徒たちとは時間

がずれるので、実際問題として退職をした健康な方を中心として地域でスポーツクラブをつくっ

てそしてもって地域の子どもたち全体を健康な子どもたち、スポーツも充実するような方向に持

って行くというのが、確か政策としてあったと思うのですね。ただ、実際問題、それが結局もう

10年近く多分なるのですけど、それだけでもう消えてしまったというか、そのような記憶がある
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のですけど、先生どうなんでしょうか。 

 

田中委員 

困ったなあと思って、今聞いていたのですけど、いろんなところで子どもをどうするかとその

ような話になってくるかと思いますが、こういったものについては、やはり地域の子どもたちを

育てるという考え方になってきて、そういったスポーツの指導者については各地域に市のほうか

ら派遣をするというような考えもなきにしもあらず。 

それで、地域スポーツクラブというものを創設していたのですけど、全て豊橋市内東西南北全

てにそれができているわけではないですけど、今幾つくらいのスポーツクラブがあるのですかね、

そういった中でスポーツをやっているチームもいろいろあります。 

そのような中でこういった部活動というのは、はっきり言って愛知県、特に豊橋は特殊的であ

って、全国的に75％の小学校では部活動はありません。これからどんどん全国的に部活動はなく

なってくる、そういったときどうするかというと、今言ったような児童クラブというものについ

て、もっと各地域に拡大して数をふやしていこうという考え方があるのですけど、プラスそれに

裏づけする財政というものがありますので、順番にやっていくものではないかなと。 

ただ今はプランとして、施策の体系を考えていて、そこにぶら下がっていく細かい計画という

のは、これから各課でどうも考えていくのではないかなと。これが今までいろいろな課で単独で

やっていた。さっき言ったロボットの関係でもそうだし、英語教育もこのスタートというのは、

英語で豊橋っ子を育てましょうというところから始まってきた、そういった場所、そういったも

のがどんどん各課でやってきたものが、いま今度はプランとして全体をプールした、全てのいろ

いろな課を全部ひとまとめにしたこういったプランで出てきますと、今までなかったのが突然出

てきたり、そういったことがあるのですけど、そういうときにおいても、いろいろなものについ

ても、これからいろいろな整備をしていかなくてはならない。これは多分かなりの議論となって

くるのではないかなとそのように思います。 

ただ、それをやっていくときには学校の教室を開放して、何とかしようじゃないかとか、そう

いったものも視野に入れて検討していかないと、今の児童クラブの単独の考え方だけではやって

いけないものがありますので、そういったものもやっていって、そのようなことについて行政側

から、そういった児童クラブの面倒見る人を少しずつふやしていって、行政から派遣するように

やっていかないと多分パンクしてしまうだろうと、そんなふうに思います。 

そうした中で、いろいろなものについてもそうなのですけど、どこかの町にいくと各学校にカ

ウンセラーを配置しているところがあるのです。それに対して幾らかかるかと聞いたら２億円人

件費がかかっていますと、この間視察に行って説明を受けてきたところなのですけど、西のほう

へ行くと、大分そういった面でも進んでいますけど、そういった方向へ豊橋も徐々に舵を切って、

頭使って一生懸命いくというのが今の段階ではないかなと思いますので、ここであまり細かいこ

とを聞かれると僕も困って、今は議会でこれから通された公約プランの調査研究中ですので、僕

がここでへたなこというと委員長がいろいろなことを言ったなんて叱られますので余り言えませ

んけど、皆さんのそういった思いは十分理解できますので、しっかりと委員会のほうでも叩いて

いきたいなと。 

ただ委員会も回数が少ないので、今言われたことだけはしっかりと頭の中に入れて担当課等に

しっかり言っていきたいなと思いますので、ここら辺で御勘弁をよろしくお願いいたします。 

 

藤城会長 

というお答えをいただいておりますので、それぞれの部署においても、まだまだ実は明確な答

えがまだなかなかつくり出せていないというのが現状だということがおわかりいただけると思い
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ますし、議会の方でもこれからしっかりと勉強していくと、勉強していく中で今おっしゃったよ

うなことですので、頭の中に多分入ったと、僕もいますので、 

 

松田委員 

まだいろいろ決まっていないということですか。 

 

藤城会長 

まだ決まっていないので、これから逆に言うといろいろ練っていく途中ですので、また行政側

からいろいろなプランが出てきたときにここが抜けているじゃないかとか、ここはどのようにす

るのだと、今のいろいろな意見を頭の中に持っていていただければチェックが入っていくのかな、

このようなことを期待したいなと、このように思っていますので。まだ学校教育課は到着しませ

んか。 

 

事務局 

学校教育課、今向かっているという連絡がありました。先ほど市民協働推進課の案件の11ペー

ジの通し番号125番の佐野委員から御質問がありました若者政策提案事業の25歳の関係につきま

してちょっと確認しましたら、選挙に立候補できる年齢の被選挙権のない年齢というところで25

歳を基準にしているというようにうかがいました。 

よろしいでしょうか。 

 

藤城会長 

よろしいですか。 

今こちらに学校教育課が向かっているということでございますが、そのほかに何かございます

か。時間も大分進んできてはおりますが、何かあれば、 

 

鈴木委員 

すみません。初めて参加させていただくものですから、たくさんこんな事業があるとはちょっ

とびっくりしておりますが。やはり児童数、いただいた資料に児童数が年々これから先800人ずつ

減るということで、どんどんこう子どもが減ってしまうのですね、そうすると当然今言われてい

ますように人口減少時代に入っているわけで、そういった中で私がいつも矛盾に思うのは、例え

ば先ほどもありました母子家庭の貧困がよく言われますけど、じゃあその母子家庭の貧困考えて

みますと年間で日本で60万人結婚し、それから20万人離婚しているというデータが聞いていらっ

しゃるかと思いますが、そういった社会状況の中で母子家庭、結局離婚されてしまうと母子家庭

になるわけですが、そういったところに対して社会から大事な次の日本が継続的に先ほどの話で

はないですけどね、継続的に発展するためには、やはりそういったところにもっともっと厚くど

うしてできないのかなとか。 

それから核家族ですよね、ずっと。以前だと３世代がいますよね、我々の時代には、ところが

今は核家族ですから、離婚するともう本当に貧困になってしまうのですよね、収入がないから。

では、そのような中で何か社会でもっと網をかけてセーフティネットじゃないですけどね、何か

そのようなことはもっと具体的に、例えば閉鎖した学校を使いながらというのがありますけども、

そういったところへ集めて、そういう言ってみると里親ではないですけど、例えば働きに行くの

に、結局、子供が小さいと採用されないのですよね。企業もパートになってしまう。だからそれ

まで正社員だった人がパートになってしまう。そういう中で企業のほうにも、もちろん問題にな

りますが、結局近くに御両親などがいたりすれば預けて仕事に出かけられるのですけど、結局、
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そういうところではないところで働いていらっしゃる方は離婚すると本当に大変なんですよね。

だから、そういうのってもっと社会、行政じゃないのですけど、政治じゃないですけど、そうい

ったところが厚くやることによって、そのような子が育っていって大人になっていくのですから、

社会全体で育てていくということをなぜやらないのか、私ずっと思っていたのですね。という質

問ですみません。直接的な質問ではないですけど。 

 

藤城会長 

鈴木委員の今の御発言を質問と捉えて回答をいただくほうがよろしいですか。質問と捉えると

いうことですので、 

 

鈴木委員 

具体的に何かこのようなことをやっていますよということがあれば、そういう、 

 

藤城会長 

今の御質問というか御発言の中で、もう具体的にそれは取り組んでいますよというのがあれば

教えてくださいということも含めてなのですがいかがでしょうか。 

 

こども家庭課 

こども家庭課です。具体的に御質問としては、どういったものでしょうか。 

 

藤城会長 

内容があれですね。ポイントが難しいですが、方向性はおわかりいただいていますよね。 

 

こども家庭課 

そうですね。ひとり親の支援としましては16ページあたりのおそらく下のほうですね。ほかに

184番あたりからひとり親の施策になっております。ここから17ページ初めあたりです。 

住まい等に関しては直接できることというと、本当にほかの住まいだけじゃなくて、その生活、

お子さんの養育とか心配な方につきましては、母子支援施設というのがあるのですが、それ以外

には市営住宅の枠がちょっと普通の家庭より入りやすくなっているですとか、あとは経済的ない

ろいろな減免がありますよとか、あと手当を支給したりということで経済面のほうも、あとは貸

し付け、お子さんの進学時ですとかにまとまったお金がいるような場合に先ほどもおっしゃられ

てましたけど、ちょっと助けがなかなかない方が多いものですから、そのようなときに貸し付け

をするような制度もございます。 

あとはお子さんに対する学習支援ですとか、親御さんに対しましては資格を取って、お給料の

高い収入職につくようなそういった支援ですとか、あとは学び直しですね、高校を中退してしま

ったような親御さんが高卒の認定資格を取るための学び直しの支援ですとか、そういったことを

現在やっております。 

以上です。 

 

藤城会長 

たくさんのプランニングはされていて、そして、実施もされているのですが、それがではどこ

まで手厚いのかと言われると、そこのところはまだこれからもう少し手厚くしていかなくてはい

けないとなると、どこの部署も全部一緒だと思うのですが、範囲としてはかなり網羅されている

のかなというのは、私自身はそのようなことを感じておりますが、まだまだそれを本当に十分な
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だけというのは難しいのですが、そのような状況下にもし陥ってしまった家庭については、それ

をフォローする体制というのはそれなりにはできておりますよと、そのように思うのではないの

かなと、このように思っておりますが、申しわけありませんね、具体的にはまたいろいろ聞いて

いただければとこのように思います。 

それでは、学校教育課長のお顔が見えました。先ほど質問がありましたのが、106イマージョン

教育のところ、その辺のところ、それから分身ロボットの辺、それからスクールソーシャルワー

カー、カウンセラーの問題についての御質問があったものですから、お答えがいただけるところ

でお願いしたいと思います。 

 

学校教育課 

遅参をいたしまして大変申しわけありませんでした。学校教育課です。 

座って回答させていただきます。 

御質問いただいたのが10ページの105、106、107のところだと思いますが、一番初めのイマージ

ョンの教育に関するところです。イマージョン教育に関心を持たれている御家庭は英会話、英語

を身につけさせたいというか、学力云々というよりは英語のシャワーを浴びせるような環境、そ

のようなところに子どもを通わせたいというところがありまして、私どもとしても当初は入学試

験みたいな学力検査をした上で入級を決めていこうということを考えていたのですが、公立学校

ですので、それはそぐわないということで、いろいろな御家庭からの応募、これに応えようとし

ています。ですので、定員を超えたところは抽選で入級をしていただくというように今進んでい

るところになります。ですので、お子さんの学力云々というところには視点を当てておりません。

それが１つです。 

次の分身ロボットＯｒｉＨｉｍｅについてですが、これについては、今年度からということで

実際には市民病院の院内学級に通わなくてはならない子どもが、自分の学校の教室の授業をロボ

ットを通じて勉強したいというところであります。これについては今のところ１台配置をさせて

いるわけですが、今年度の成果を見ながらまた拡大をしていく必要があれば、また予算要求をし

ていきますという流れになっております。まだ、導入したばかりですので来年度の予算の中には

計上しておりません。 

３つ目のスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーについてですが、スクールソー

シャルワーカーにつきましては、おととしが１名、昨年が３名、今年度４名と順次ふやして、御

活躍いただいていますが、当然スクールソーシャルワーカーがふえればふえただけの相談件数が

正比例で上がっていくというわけです。ということは本当に学校現場、御家庭には相談をしたい

方がたくさんいるわけで、今現在でいうと正規の職員が１人、そして３名が嘱託職員ということ

で、なかなか勤務時間の制限されてしまいます。そこでその３名の嘱託員から、順次正規職員に

スクールソーシャルワーカーと変えていくように、今採用の枠を広げております。来年度は２人

の正職員とそして２人の嘱託。そのような形になっていくかと思いますが、そのようにすること

によって勤務時間がもう少し弾力的になって、家庭の中にも入っていく時間がふえていくのかな

というようには思っているところであります。 

そのようなところです。 

 

藤城会長 

ありがとうございます。 

そのイマージョン教育のところで、私も発言をしたのですが、現実論としては見学会をやった

ら300名を超えるというか400近い人たちが、やはり関心がかなり高いのだな、と私も関連がある

ものですから関心を持って見ておりましたら、それくらいの人数でした。 
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では、現実に申し込みをした人数がということになってくると、その１割程度になっていると

何となく聞いてはいるのですが、その辺というのは現状としてはどのような感じなのでしょうか。 

 

学校教育課 

そうですね。やはり低学年のほうが応募としては多いです。５、６年生はもう人間関係ができ

ているので、なかなかそこを切り捨てて、こちらにということはとても少なかったと思います。

ですので、定員を超えて抽選をしなければいけない学年というのは３つございました。あとの３

学年についてはそのまま自動的にコースが進んでいくということです。 

 

藤城会長 

通学が非常に困難だという話も、誰か親御さんが必ず１人はついて学校まで行かなくてはなら

ない。だから行かせたいけどちょっとそれ無理かなという親御さんたちの声も幾つか耳にするの

ですが、その辺というのはどうなのでしょう。 

 

学校教育課 

それはですね。八町小学校と八町校区の自治会、ＰＴＡ、そして私たちと相談をしながら、や

っぱり登下校で事故があってはいけないですから、そうしたときにどのような手段が好ましいか

というか、ベストという形はなかなかないのですけど、これが一番ベターかなということで、皆

さんで協議をしながらそこに落ち着いたのですけど、そこのところは確かにすごくネックになっ

ていると思います。なので少ないということはもちろん認識はしているのですけど。 

 

藤城会長 

ありがとうございます。 

せっかく課長がお見えになっているので、もし何か関連で御質問があれば出していただければ

と思いますが、いかがですか。だいぶ消化できましたか、よろしいですか。 

ありがとうございました。 

時間のほうもだいぶ進んでまいりましたので、とりあえずは一番目の議題から次に移ってまい

りたいとこのように思いますが、続きましては次第の２にあります教育・保育、地域子ども・子

育て支援事業の量の見込みと確保方策についてということで、資料ございますので、それについ

て事務局のほうから御説明をいただきたいと思います。 

 

事務局より資料説明 

 

藤城会長 

説明をいただきました。今説明をいただいたところの資料につきましては、７月の会議の折に

もほぼ同じようなものが出ておりまして、いろいろな御意見等もたくさんいただいているもので

すので、少し変更したところを中心に今説明をいただきました。目下この中で委員の皆様方の御

質問等、御意見ございましたらお伺いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

今橋委員 

すみません。御質問させていただきます。 

今、資料２ページの２の中で計画期間内の推定児童数ということで、ゼロ歳から小学６年生ま

での人数といたしまして、令和２年が３万9,265人、令和６年では３万6,477人と2,787人の減少が

見込まれているということにおきまして、４ページの利用者数等の推移ということで平成27年度
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から令和元年度まで利用定員に対して、これは各年４月１日現在ということですけど、予定定員

に対して入所児童数が大体92から85％と利用定員が上回っているということですね、入所率が低

いということですので、そういうデータをいただいています。その内訳で令和元年度が年齢別で

その下を見ますと、ゼロ歳児が167名、１、２歳児が2,637名ということで書かれております。そ

れを含めて６ページの市全域の量の見込み、先ほど御説明をいただきましたけど、利用者数これ

は第２回のときにも御説明いただいておりますので、利用者の見込みとしては現在の統計とあと

調査のニーズ、平成30年度のニーズの見込みも合わせた形で利用者数を量の見込みを取っておら

れると思いますので、全然問題ないと思うのですけど、ゼロ歳児が730名、１、２歳児が3,000名

これは、ゼロ歳児は先ほどの４ページの平成元年度の４月１日現在の入所率を見ますと、563人ゼ

ロ歳児でふえております。それから、１、２歳児では363人がふえている形で見込まれております。

そういった中で利用定員もゼロ歳児が741名、１、２歳児が2,974名という形で若干マイナスには

なっておりますけど、これも先ほど御説明いただいた形では多分クリアできるということでござ

いました。 

かなりの人数がふえるのですけど、令和元年度の市全域で見込みといたしまして、職員の配置

というのはゼロ歳児は３対１、３人対して１人の職員が配置されます。それから１、２歳児では

国基準では６対１という形で、６人の子どもに対して１人職員を置かなければなりません。この

ゼロ歳児の563人というと、３人で割ると約190人。１、２歳児の363人に対しましては60.5ですか

ら、約60人の職員を配置しなければならないと思うのですけど、今、現在保育士不足もあると思

うのですけど、この４月１日現在では利用定員が入所児童数を満たしているということで問題が

ないのですね。前回の７月に行われた第２回のデータで保護者の方にとられたデータの中で、す

みません。私が持ってきて、皆さんちょっとないのかもしれないのですけど、人数調査の中で、

データがあれですみません。どこかにあったと思うのですけど、25年度のアンケートと30年度の

アンケートと比べて保護者の方が子どもたちを保育所等に預ける形の中で満足度がいっているか

というのが約70％かだったと思うのですけど、それが25年度30年度とほとんど変わりがないとい

う形でデータを示していただきました。 

25年度のときは足りないということがあったと思うのですけど、平成30年度で平成は31年度も

含めて満たしているのに、４月１日現在では満たしているのに、そのようなデータには、30年度

の回答ですから、満たしているのに、目標数値は90％いきたいという形だったのに70数％に留ま

ってしまった理由がそこにあるのではないかなと思います。 

それに対して、その保育士不足による人数の確保する形での保育士の配置態勢が確保されてい

るのかということと、令和２年度からそれだけ2,787名が減るのに対して、令和２年度で確保され

ているにあたって３年から６年まで、待機児童対策でいいのか、それとも少子化対策を担当課と

して考えられているのか、どのように思っておられるのかを教えていただきたいと思います。長々

とすみません。よろしくお願いします。 

 

藤城会長 

繰り返しませんが、保育課のほうでよろしいですか。 

 

保育課 

保育課です。確かに、今、今橋委員の言われたとおり、保育園のほうのニーズ調査の結果では

ゼロ歳児、１、２歳児については利用したいというご希望がふえている状況があります。それに

対して、私どもとしてはまず利用定員設定ということで検討した結果がこのような状態になりま

して、そうした中で一番今課題になっているのは保育士、保育教員の確保ということになってき

ているところでございます。市としても資料１のほうでも載っておりました保育士、保育所支援
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窓口等も開設して保育士の確保を市としても尽力しているところですが、今後についてもそのよ

うな形で行っていきたいというように考えております。 

やはり年度内の途中入園がどうしても多いものですから、この４月１日現在ということで見た

数字よりも、年度末に入っていらっしゃる、入りたいという御希望のお子さんも含めて考えると

来年度以降も利用定員、量の見込みに対する確保方策としては、きちんと対応していけるように

と考えておりますのでよろしくお願いします。 

 

藤城会長 

よろしいですか。 

多分、具体的な答えにはなっていないとか、そのような気はしますが、その保育士の整備につ

いてどうなのだろうか、その配置基準等々の問題ももちろん、保育の質は確保していかなくては

ならないけれども保育士も確保していかなくてはならない。そういったところの板挟みになって

いるのかなというようなところもあるわけですけども、その辺ですかね。 

 

今橋委員 

ちょっとこれも質問なんですけど、少子化対策。 

 

藤城会長 

少子化対策については何か考えているのかと、こういう質問ですよね。 

 

保育課 

はい。私が答えていいかわからないですけど、少子化の対策ということはもちろん必要だとは

思いますが、私どもとしては、今こちらの継続の中では安心して子育てするためには保育園等の

御希望の方にはきちんと御入園いただけるようにと考えております。こういう計画というように

御理解いただければと思います。 

 

藤城会長 

そんなところでよろしいですか。余りよろしくはないというようなお顔をされていますが、多

分保育園、認定こども園等々運営されている方々でありますので、その辺等々ともまたしっかり

と煮詰めていただいて、次に向かっていっていただくしかないのかなと、こんなのが現状だろう

なと私自身もこのように思っております。その辺も含めてしっかりと、少子化対策も含めて、こ

の対策・確保そういったものもしっかりとやっていただけたらなと、各局御苦労だと思いますが、 

 

事務局 

すみません。 

少子化対策に対して申し上げますと、このプラン全体がもともとそういった今の少子化の進ん

でいる現状というのは現実にあるのですけど、その原因というのがそういった保育とか教育の環

境ももちろんあるかもしれないのですけど、子育てに対する不安ですとか、働き方の部分等もご

ざいまして、総合的な対策を進めていかないといけないというところでこの計画がそういった位

置づけもあるというようには考えております。 

 

藤城会長 

全体的にもこれが少子化に対する対策にもなっていくということでプランニングしていくとい

う、このような御回答だろうと、そのように思いますけども、何かあればよろしいでしょうかと
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いうところです。また議論を進めていきたいと思いますけど、ちょっと時間のほうが大分過ぎて

まいりました。予定をした時間のほうに迫ってまいりましたというか過ぎてまいりましたかね。 

最後になると思いますけども、これだけはちょっと発言をしたいという委員お見えになりまし

たら、残り時間がほとんどありませんけれども、そういう方お見えになりましたら、御発言お願

いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

特には大丈夫ですかね。本当に回しがあまりうまくないものですからちょっと時間がつまって

まいりました。まだまだ消化不良のところが多分おありになるだろうと、このように思いますけ

れども、一応時間も過ぎてまいりましたので、次のその他のところ次第３でございますが、そち

らのほうに移りたいと思いますが、議題のほかに何か御発言がございますでしょうか。 

事務局のほう何かございますか。 

 

事務局 

特にはその他のほうの議題はございませんので、はい。 

 

藤城会長 

ということだそうですので、マイクのほうを事務局のほうにお返しさせていただいてよろしい

でしょうか。 

ありがとうございました。 

 

事務局 

本日は長時間にわたりまして御議論いただきましてありがとうございました。 

本日は時間が限られた中たくさんの事業を出させていただいたということで、なかなか十分な

議論、御意見を言えなかった方もたくさんお見えになるかと思うのですけど、本日いただいた意

見を参考にさせていただきながら、今後、幾つかの庁内会議に諮り、また12月には福祉教育委員

会のほうへこちら第２期子ども・子育て応援プランの案という形で全体の案を示しながら、来年

の１月には市民の方にパブリックコメントという形で御意見をいただくという予定でおります。 

その後、来年２月頃に予定をしておりますが、こちらの第４回の子ども子育て・会議のときに

は、全体の第２期子ども・子育て応援プランのほうをお示しさせていただきたいなというように

考えております。 

それまで、まだ若干お時間がありますので、きょう、なかなか時間がなかったので、また戻ら

れてからいろいろここはどうなのかなとか、こういったことはこうだよというような御意見がご

ざいましたら、ぜひ事務局のほうへ御意見をお寄せいただければと思いますのでよろしくお願い

します。 

本日はまことにありがとうございました。 

 

藤城会長 

ありがとうございます。今、事務局がおっしゃられたとおり、いろいろな御意見がまだまだあ

ろうかと思います。その辺もぜひ遠慮なく事務局のほうへ申し出をいただいてよりよいこの応援

プランできていくことを願っております。 

どうかよろしくお願いしたい、このように思います。 

それでは、皆さんの意見を全員から聞くことがなかなかできなくて申しわけございませんでし

たけれども、第３回の豊橋子ども子育て・会議以上で終了したいと思います。 

ありがとうございました。 

 


